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●令和２年第６回定例会　全員一致で可決等した議案

●令和２年第６回定例会　賛否が分かれた議案
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「核兵器禁止条約」への日本政府の署名と批准を
求める意見書採択の要請について
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●採決結果欄の意味はそれぞれ次のとおり ◯ 賛成 × 反対 議 議長のため、表決には加わりません。●議決結果欄の意味は次のとおり 可決可 否決否

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
）
の
普
及
率
・
利
便
性
の
向
上
、
本
庁
・

総
合
支
所
関
係
窓
口
の
混
雑
の
緩
和
を
図
る

た
め
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等

に
設
置
す
る
端
末
機
で
各
種
行
政
証
明
書
を

取
得
し
た
場
合
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
、

４
月
１
日
以
降
手
数
料
を
引
き
下
げ
ま
す
。

　
　
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
に

設
置
す
る
端
末
機
で
各
種
行
政
証
明
書
を
取

得
し
た
場
合
、
３
０
０
円
の
手
数
料
を
２
０

０
円
に
下
げ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

場
合
コ
ン
ビ
ニ
に
委
託
す
る
手
数
料
は
い
く

ら
か
。
ま
た
、
市
役
所
の
発
行
機
で
取
得
す

る
場
合
も
２
０
０
円
の
手
数
料
と
な
る
の
か
。

　
　
コ
ン
ビ
ニ
に
委
託
す
る
場
合
、
Ｊ－

Ｌ

Ｉ
Ｓ
と
い
う
国
の
機
関
に
支
払
う
額
が
１
１

７
円
と
な
る
。
ま
た
、
来
年
２
月
に
は
本
庁
、

各
総
合
支
所
で
発
行
機
を
４
台
設
置
す
る
予

定
と
し
て
お
り
、
窓
口
で
各
種
行
政
証
明
書

を
取
得
す
れ
ば
手
数
料
は
３
０
０
円
で
あ
る

が
、
本
条
例
施
行
の
４
月
１
日
以
降
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
い
、
窓
口
の
前
に

設
置
し
て
あ
る
発
行
機
で
取
得
す
れ
ば
２
０

０
円
と
な
る
。
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ン
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ニ
等
で
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得
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る

各
種
行
政
証
明
書
の
発
行

手
数
料
を
引
き
下
げ

令和２年  第６回 12月定例会 

議案等の名称 議案の説明

意
同 たつの市農業委員会委員任命の同意を求めることについて（第21号～第39号）

５ページのとおり
人権擁護委員候補者推薦の意見を求めることについて（第40号～第43号）

定
制
例
条

市
長
提
出
議
案

たつの市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 人事院勧告を受けて国の給与制度が改正されたため、同様の制度とする
ため所要の改正を行うもの。

たつの市手数料条例の一部を改正する条例制定について 上記のとおり

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
制定について

「地方税法等の一部を改正する法律」により、地方税において延滞金の
割合等の見直しがあったため、延滞金の割合の特例を地方税と同様に規
定している「たつの市下水道事業受益者負担金徴収条例」、「たつの市介
護保険条例」及び「たつの市後期高齢者医療に関する条例」について、
所要の改正を行うもの。

たつの市国民健康保険条例及びたつの市後期高齢者医療に関する条例の一部
を改正する条例の一部を改正する条例制定について

国民健康保険被保険者等に対する傷病手当金の支給について、適用期間
を令和２年１月１日から同年12月31日としていたものを、令和３年３
月31日まで延長するもの。

たつの市企業立地促進条例及びたつの市企業立地等を重点的に促進すべき区
域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて

地域企業に対し、各自治体が実施する税制優遇処置などの取組を支援す
る「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する
法律」が改正されたため、所要の改正を行うもの。

算
予
正
補

令和２年度たつの市一般会計補正予算（第8号）

４ページのとおり

令和２年度たつの市学校給食センター事業特別会計補正予算（第3号）

令和２年度たつの市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和２年度たつの市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

令和２年度たつの市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和２年度たつの市水道事業特別会計補正予算（第1号）

他
の
そ

指定管理者の指定について（たつの市福祉会館外21施設）

激甚化する自然災害への対応と地域の安全・安心を確保するための社会資本
整備の更なる推進を求める意見書の提出について

５ページのとおり

５ページのとおり

　政治の使命は「国民の生命と財産を守ること」。日本はアメ
リカの核の傘で守られている。その傘を自ら捨てて日本の安全
が確保できるのか。理想だけでは、この国の安全と平和を守れ
ないことから反対である。

　核兵器は非人道的兵器である。核兵器を違法なものと定めた
条約が国連で採択された。この採択に尽力した団体が、ノーベ
ル平和賞を受賞し、世界は「核なき世界」に向けて確実に進ん
でいる。「非核平和都市宣言」のたつの市とし、賛同を願う。

委員会
提出


